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1. はじめに 

 

1.1. ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、情報提供等記録開示システム（以下「マイナポータル」という）

にて提供している機能の一つである「もっとつながる（属性連携サービス）」に係る「民

間送達接続 API」の利用の概要、要件、手続等について、利用を検討する民間事業者や

行政機関等に対し、わかりやすく解説することを目的としています。 

 

1.2. ガイドラインの対象者 

本ガイドラインは、以下の対象者が利用することを想定しています。 

 

 ・民間送達接続サービスの利用を検討する APIの利用を希望する者 

  ・民間事業者 

  ・行政機関等 

   ・国の機関 

   ・地方公共団体 

   ・その他 

 

1.3. マイナポータルとは 

マイナポータルは、政府（デジタル庁）が運営する Webサービスです。国民一人ひと

りのポータルサイトとして、様々なサービスを提供しています。平成 29 年 7 月に試行

運用を、同年 11月に本格運用を開始しました。 
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1.4. 「属性連携サービス」とは 

マイナポータルでは、マイナポータルの利用者情報と外部サイトのアカウントを紐付

ける（以下「ID連携」という）ことで、マイナポータルから外部サイトへのログインや

「外部先のサービスをシームレスに利用するサービス」を提供しており、これを属性連

携サービスと呼びます。 

国民等利用者は、属性連携サービスを利用することで、マイナポータルにログインす

るだけで、外部サイトへアクセスできるようになります。 

 

 

 

図 1.4-1 マイナポータルの属性連携サービス 
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1.5. 「民間送達サービス」とは 

民間送達サービスとは属性連携サービスの拡張サービスであり、ID連携を実施した上

で、国民等利用者の「民間送達サービスに届いたお知らせ情報」を取得し、マイナポー

タルに提供する仕組みです。 

国民等利用者は民間送達サービスを利用することで、「民間送達サービスのお知ら

せ情報」の件名取得を行うことができ、また、お知らせ詳細情報の閲覧をマイナポー

タルからシームレスに行うことができるようになります。 

 

 

図 1.5-1 マイナポータルの民間送達サービス 

  

情報連携等記録開示システム 民間送達サービス（Aｼｽﾃﾑ）

認証情報DB 属性情報DB 属性情報DB ユーザDB

証明書
ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ

利用者ﾌｫﾙﾀﾞｰ
識別子

111 FOLDER111

利用者ﾌｫﾙﾀﾞｰ
識別子

外部連携
先ｼｽﾃﾑ

仮名

FOLDER111 Aｼｽﾃﾑ ●●●

仮名
連携先
ｼｽﾃﾑ

ﾕｰｻﾞID

●●● 開示 User111

ﾕｰｻﾞID
ﾕｰｻﾞ情報

(お知らせ等)

User111 ・・・

利用者

属性連携

属性連携実施済

利用者による件名取得への同意

件名情報の取得

属性連携に基づくユーザIDの同定（アクセストークンの発行と解決）

件名情報の提供

利用者による件名情報提供への同意

件名取得要求

件名情報提供

件名の一覧表示
※民間送達サービスにおける、利用者に対する
件名情報提供への同意確認を行うかについては、
民間送達サービス側の方針に沿うこととする（オプション）

※
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2. 民間送達接続 APIについて 

 

2.1. 概要 

国民等利用者が民間送達サービスを利用するためには、民間送達接続 APIにて民間事

業者や行政機関等がサービス提供する外部サイト（以下「外部連携先システム」という）

と接続し、「民間送達サービスのお知らせ情報」を取得できるようにします。 

民間送達接続 APIを利用し、外部連携先システムに到着したお知らせの件名の一覧を

マイナポータルに提供することで、マイナポータルは、他のお知らせとあわせて、国民

等利用者に提供します。 

民間送達サービスから取得したお知らせの件名情報には、件名・差出人・受信日時・

保存期限・開封状態・URL情報が含まれ、件名の本文にあたる情報の所在を示す URL情

報（以下「件名 URL」という）をリンクとして表示します。 

国民等利用者がお知らせ件名の一覧に表示されているお知らせの詳細を閲覧したい場

合、件名 URLのリンクを押下することで、外部連携先システムにアクセスし、外部連携

先システム上で件名に対応する詳細情報（コンテンツ）を閲覧することができます。 

 

 

図 2.1-1 民間送達接続 APIの概要 

 

  

① 国民は、マイナポータルより属性連携を行い、民間送達事業者間における属性連携接続を行う。
② 件名取得により件名情報（件名・差出人・受信日時・保存期限・開封状態・URL情報）を取得し、国民等利
用者へ提供する。

③ 国民が件名URLの押下時に、シングルサインオンにて外部連携先システムへ遷移し、詳細情報（コンテンツ）を
表示する。

マイナポータル
これまで APIをつかうと

マイナポータル

目的サイト

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

①マイナポータルにログイン
（カードで本人確認）

②お知らせ件名を検索・確認

④民送情報(証明書等)を
ダウンロード

民送情報
(例：証明書)

⑥目的サイトにログイン

⑦民送情報をアップロード
民送情報

(例：証明書)

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

➊目的サイトにログイン

➋民送情報取得につき、同意
（カードで本人確認）

オンライン申告書
作成

オンライン申告書
作成

利用者 利用者

目的サイト

目的サイトのサービス向上・利用促進
に資する

マイナポータル

民間送達
サービス

証明書受取

③民間送達サービスにログイン
(マイナポータルより自動で遷移)

⑤民間送達サービスからログアウト

➌お知らせ件名を検索・選択

左の⑤⑥が不要
（利用者のログインが１回ですむ）
（ログイン先が自動で切り替わる）

左の④⑦が不要
（民送情報をダウンロード・
アップードする必要なし）
（システム間でやりとりする）

国民等利用者

民間送達事業者
（外部連携先システム）

① 国民は、Webサービス利用に際して、マイナンバーカードによる本人確認・本人同意を実施。

② マイナポータルは、民間送達サービスに情報提供要求し、取得したお知らせ／民送情報をWebサービス提供者へ提供。

国民
（Ｗｅｂサービス利用者）

Ｗｅｂサービス
提供者

マイナポータル
（お知らせ／民送情報
取得API）

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

②本人確認・本人同意 （利用の都度） ①情報提供

地方公共団体

地方公共団体A

お知らせ情報
（例：予防接種のお知らせ)

③情報提供要求
（Webサービス）

お知らせ情報
（例：予防接種のお知らせ）④情報提供

（Webサービス）

国民
（Ｗｅｂサービス利用者）

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

❶本人確認・本人同意 （利用の都度） ❸情報提供要求 民間送達
事業者A

民送情報
（例：生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書)

➋情報提供要求
（Webサービス）

❸情報提供要求 民間送達
事業者B

民送情報
（例：生命保険料控除証明書）

➍情報提供
（Webサービス）

民間送達
事業者

民送情報
（例：地震保険料控除証明書）

①属性連携ログイン

②件名取得

③件名URL実行（シングルサインオン）
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2.2. 業務構成に対する考え方 

民間送達接続 APIは国民等利用者の求めに応じて、外部連携先システムとマイナポー

タル間が接続された上で、動作することにより、民間送達サービスが実現されます。本

章では、ID連携に関する基本的な考え方と属性連携/解除、シングルサインオン/オフ、

件名取得の実現にあたっての考え方について説明します。 

 

 

 

図 2.2-1 業務構成図 

  

件名取得 
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表 2.2-1 業務一覧 

項

番 

業務名称 業務概要 

1 属性連携 マイナポータルと外部連携先システムとのアカウント間

で、利用者の同意に基づき、アカウントの紐付を行う。 

2 属性連携解除 マイナポータルと外部連携先システムとのアカウント間

で実施されているアカウントの紐付の解除を行う。 

3 シングルサインオン 外部連携先システムが、マイナポータルにおける利用者

の認証に基づいたログイン状態を取得することで、一度

の認証で複数の外部連携先システムへログインする。 

4 シングルサインオフ シングルサインオンによりログインしているマイナポー

タル及び外部連携先システムから、利用者の操作により

一斉にログアウトする。 

5 件名取得 国民等利用者が、マイナポータルへログインし、自らの意

思で件名情報を取得したい民間送達サービスの設定を行

う。 

また、マイナポータルが、本設定に基づき、民間送達サー

ビスにある国民等利用者に向けた件名情報を取得し、国

民等利用者の閲覧に提供する。 
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 ID連携に関する考え方 

国民等利用者の本人確認について、マイナポータルでは、公的個人認証を活用した

利用者の本人認証に基づき国民等利用者の本人確認を行う。属性連携を行う場合、外

部連携先システムでも、公的個人認証を用いた国民等利用者本人の正当性確認を担保

する方策がなされるものとします。 

 

属性連携の実施により、国民等利用者が属性連携を実施した外部連携先システムと

のシングルサインオン、データ連携等の業務実施に基本同意したこととします。 

 

国民等利用者は、マイナポータルに利用者フォルダーを開設している場合（アカウ

ント登録を行っている場合）に限り、属性連携を実施することができます。また、属

性連携が実施されていることを受けて、シングルサインオン、シングルサインオフ、

属性連携解除の各業務を行うことが可能となります。 

  

 

 

図 2.2-2 ID連携の前提条件 

  

外部連携先システム（Aｼｽﾃﾑ）情報連携等記録開示システム

認証情報DB 属性情報DB 属性情報DB ユーザDB

証明書
ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ

利用者ﾌｫﾙﾀﾞｰ
識別子

111 FOLDER111

利用者ﾌｫﾙﾀﾞｰ
識別子

外部連携
先ｼｽﾃﾑ

仮名

FOLDER111 Aｼｽﾃﾑ ●●●

仮名
連携先
ｼｽﾃﾑ

ﾕｰｻﾞID

●●● 開示 User111

ﾕｰｻﾞID
ﾕｰｻﾞ情報
・・・

User111 ・・・

利用者
JPKI認証により
本人確認

本人確認情報の伝達
（ID/パスワード、識別番号＋α）

属性連携

シングルサインオン/
シングルサインオフ

データ連携

属性連携が前提となり
実施可能となる。

属性連携を実施したことにより
基本同意したとみなす。

（操作時の個別同意は実施）

外部連携先において

利用者本人の正当性を
確認する方策を適応
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マイナポータルと外部連携先システムとのアカウントの不整合を防止することと、

それぞれのシステムごとに認証することを省略することにより利便性を向上させる

ために、外部連携先システムへシングルサインオン処理を実施します。 

 

 

図 2.2-3 ログインとシングルサインオンの違い 

 

 

 属性連携に関する考え方 

(1)属性連携 

属性連携が未実施の状態では、外部連携先システムは、マイナポータルによる公的

個人認証を活用した利用者の本人認証や、マイナポータルが取得可能な利用者の情報

の利活用が行えません。そこで、公的個人認証を用いた国民等利用者本人の正当性確

認が担保されたマイナポータルと外部連携先システムとのアカウント同士を属性連

携させることでシングルサインオンが実現可能となります。この時、アカウント同士

を属性連携させる情報を仮名といいます。 

仮名により、複数の国民等利用者が複数の外部連携先システムと属性連携を行った

場合のイメージを以下の「図 2.2-4」に示します。 

  

外部連携先システム
（Aｼｽﾃﾑ）

情報連携等記録開示
システム

認証情報
DB

属性情報
DB

属性情報
DB

ユーザ
DB

利用者Y

③利用者Xの
JPKI認証により
ログイン

①利用者Yの
ID/パスワード認証
によりログイン

シングルサインオンは
していない

②ブラウザ
リダイレクト

外部連携先システム
（Aｼｽﾃﾑ）

情報連携等記録開示
システム

認証情報
DB

属性情報
DB

属性情報
DB

ユーザ
DB

利用者X

③JPKI認証により
ログイン

①ID/パスワード認証
によりログイン

シングルサインオン
している

②認証要求
④シングルサインオン

ログインのみ シングルサインオン

こちらのケースの場合、外部連携先システムAに
利用者Yのパスワードでログインして、利用者Xの
JPKI認証で開示システムにログインした場合で、

データ連携を属性連携、シングルサインオンを行
わず実施すると利用者Xの個人情報が、利用者Yに
わたってしまう。

こちらのケースの場合、外部連携先システムAに
パスワードでログインして、利用者XのJPKI認証で

開示システムにログインしシングルサインオンを
行うことで、正当な属性連携をおこなった利用者
のアカウントへのログインに強制的に変更させる
ことで不具合を防ぐ。
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図 2.2-4 仮名による属性連携イメージ 

 

また、属性連携と併せて、外部連携先システムでの利用規約等への同意やサービ

ス提供に必要となる情報の入力については、利用者により実施されるものとしてい

ます。 

例えば、外部連携先システム側でのアカウント生成に必要な情報を入力する方式

の場合、以下の「図 2.2-5」に示すように、外部連携先システムからの基本 4情報の

取得要求に基づきマイナポータルがマイナンバーカードから基本 4情報のみを取得

して外部連携先システムに基本 4情報を受け渡します。また、以下の「図 2.2-6」に

示すように、外部連携先システムが入力画面を提供し、アカウント生成に必要な情

報を国民等利用者に入力させる方式を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部連携先システム（Aｼｽﾃﾑ）

情報連携等記録開示システム

認証情報DB 属性情報DB

属性情報DB ユーザDB

証明書
ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ

利用者ﾌｫﾙﾀﾞｰ
識別子

111 FOLDER111

111 FOLDER111

222 FOLDER222

222 FOLDER222

333 FOLDER333

444 FOLDER444

利用者ﾌｫﾙﾀﾞｰ
識別子

外部連携
先ｼｽﾃﾑ

仮名

FOLDER111 Aｼｽﾃﾑ ○○○

FOLDER111 Bｼｽﾃﾑ ■■■

FOLDER222 Aｼｽﾃﾑ ◆◆◆

FOLDER222 Bｼｽﾃﾑ ★★★

FOLDER333 Aｼｽﾃﾑ ●●●

FOLDER444 Bｼｽﾃﾑ △△△

仮名
連携先
ｼｽﾃﾑ

ﾕｰｻﾞID

○○○ 開示 User111

◆◆◆ 開示 User222

●●● 開示 User333

ﾕｰｻﾞID
ﾕｰｻﾞ情報
・・・

User111 ・・・

User222 ・・・

User333 ・・・

外部連携先システム（Bｼｽﾃﾑ）

属性情報DB ユーザDB

仮名
連携先
ｼｽﾃﾑ

ﾕｰｻﾞID

■■■ 開示 User111

★★★ 開示 User222

△△△ 開示 User444

ﾕｰｻﾞID
ﾕｰｻﾞ情報
・・・

User001 ・・・

User002 ・・・

User004 ・・・

Aさん

ネットワーク上を流通するのは仮名
であり、同一ユーザであっても、
システム毎に仮名は異なる
仮名に基づいて、自システムでの
ユーザ特定を行う

Bさん

Cさん

Dさん



 

 

 
マイナポータル民間送達接続 API 利用ガイドライン 

10 

 

 

 

図 2.2-5 マイナポータルでのアカウント生成情報取得 

 

 
図 2.2-6 外部連携先システムでのアカウント生成情報入力 

 

利用者

外部連携先システム

利用者情報

情報提供等記録開示
システム

利用者情報

利用者Aのアカウント

利用者Bのアカウント

…

利用者Aのアカウント

…

JPKI
認証機能

パスワード
認証機能

利用者Bのアカウント

属
性
連
携
機
能

属
性
連
携
機
能

⑥属性連携実施

アカウント生成
に必要な情報

××××氏名

住所
・・・
登録

④基本4情報を
マイナンバーカードから取得

③マイナンバーカードから
基本4情報を取得するための画面を
情報提供等記録開示システムが提供

外部連携先システム
でのアカウント生成は、
リアルタイムのものと
タイムラグがあるもの
が存在することを想定

マイナンバーカード
から読取

××××

⑤属性連携情報と共に提供

①アカウント生成のための
情報入力を開始

②基本4情報の取得を要求

利用者

外部連携先システム

利用者情報

情報提供等記録開示
システム

利用者情報

利用者Aのアカウント

利用者Bのアカウント

…

利用者Aのアカウント

…

JPKI
認証機能

パスワード
認証機能

利用者Bのアカウント

属
性
連
携
機
能

属
性
連
携
機
能

③属性連携実施

アカウント生成
に必要な情報

氏名

住所

・・・

登録

②アカウント生成に
必要な情報を入力

①アカウント生成に必要な情報入力画面を
外部連携先システムが提供

外部連携先システム
でのアカウント生成は、
リアルタイムのものと
タイムラグがあるもの
が存在することを想定
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(2)属性連携解除 

属性連携は利用者本人の同意のもとに行われるものとし、併せて、以下の「図 2.2-7」

に示すように、利用者本人の意思に基づき属性連携解除も行える必要があります。 

 

図 2.2-7 外部連携先システムとの属性連携解除 

 

なお、属性連携は属性連携解除を行わない限り解除されず、その後のシングルサイ

ンオンにより属性連携が解除されることはありません。 

また、利用者がシングルサインオンを利用し外部連携先システムにログインしてい

る場合においても、マイナポータルにて利用者本人が属性連携解除に同意した場合、

属性連携解除を行うことができます。この時、属性連携解除を行う前に実行されたシ

ングルサインオンによるログイン状態は解除されませんが、再び属性連携を行うまで

新たにシングルサインオンを利用することはできません。 

  

情報提供等記録開示
システム

外部連携先システム

利用者情報利用者情報

利用者Aのアカウント

利用者Bのアカウント

利用者Xのアカウント

…

利用者Aのアカウント

利用者Bのアカウント

利用者Xのアカウント

…

パスワード
認証機能

JPKI
認証機能

本人認証に基づく本人の操作により
属性連携解除を実現する

×

属
性
連
携
機
能

属
性
連
携
機
能
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 シングルサインオンに関する考え方 

(1)シングルサインオン 

マイナポータルは公的個人認証を活用した認証機能を有し、利用者の認証を高い保

証レベルで実施可能です。外部連携先システムが個別に同様の仕組みを実装すると、

以下の「図 2.2-8」に示すように、利用者に何度も認証を求めるという負担を強いて

しまいます。 

 

図 2.2-8 シングルサインオンが適用されていないシステム 

 

以下の「図 2.2-9」に示すように、マイナポータルと外部連携先システムの間で属

性連携に基づくシングルサインオンの仕組みを実装することで、国民等利用者はマイ

ナポータルでの一度の認証で、外部連携先システムでは再度の認証を要求することな

くサービス提供を行うことができ、国民等利用者の認証行為に対する負担を軽減する

ことができます。 

 

図 2.2-9 シングルサインオンが適用されたシステム 

情報提供等記録開示
システム

外部連携先システム

利用者情報利用者情報

JPKI認証機能 パスワード認証機能

利用者

システムを渡り歩くたび
何度も認証が必要となる

JPKI認証 パスワード認証

情報提供等記録開示
システム

外部連携先システム

利用者情報利用者情報

JPKI認証機能 パスワード認証機能

利用者

一度の認証で、
複数のシステムを渡り歩く事ができる

JPKI認証は
一度だけ実施

認証すること無く
サービス利用が可能

シ
ン
グ
ル
サ
イ
ン

オ
ン
連
携
機
能

シ
ン
グ
ル
サ
イ
ン

オ
ン
連
携
機
能

シングルサインオン通知
（ID連携技術を活用）
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シングルサインオンについては、マイナポータルが認証を行い、外部連携先システ

ムへシングルサインオンを行う場合と、外部連携先システムが認証を担い、マイナポ

ータルへシングルサインオンを行う場合を想定しています。 

 

(2)シングルサインオフ 

キオスク端末などの端末を共用する場合、利用者のプライバシー保護の観点から、利

用者がマイナポータル及び外部連携先システムの利用を終了する時に、システムから

のログアウトについて考慮する必要があります。 

シングルサインオフでは、シングルサインオン中の外部連携先システムに対して、シ

ングルサインオフを要求するが、外部連携先システムで実際にログアウトを行うか否

かを判断できます。 

 

図 2.2-10 シングルサインオフにおけるログアウトイメージ 

 

シングルサインオフについては、マイナポータルを起点に行う場合と、外部連携先

システムを起点に行う場合を想定しています。 

なお、シングルサインオフの実施により属性連携が解除されることはありません。 

  

情報提供等記録
開示システム

外部連携先
システムA

外部連携先
システムB

利用者

個別に認証状態を確立

＜シングルサインオン実行後＞ ＜シングルサインオフ実行後＞

ログアウトした
↓

要認証サービス
は利用不可

情報提供等記録
開示システム

外部連携先
システムA

外部連携先
システムB

利用者

ログアウト
しなかった

↓
認証状態は継続

ログアウトした
↓

要認証サービス
は利用不可
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 件名取得に関する考え方 

件名取得は、マイナポータルが国民等利用者に対して、民間送達サービスのお知

らせ情報（件名・差出人・受信日時・保存期限・開封状態）を都度取得し、取り扱

うこととし、その全文は民間送達サービスにあるものとします。また、国民等利用

者が全文を参照する際に必要となる、全文の位置を指し示す件名 URL についても、

マイナポータルで取り扱います。 

 

マイナポータルは、件名取得業務を通じて民間送達サービスに対して、件名情報

（件名・差出人・受信日時・保存期限・開封状態・件名 URL）を要求します。民間送

達サービスは、これらの件名情報を、マイナポータルに提供します。 

 

民間送達サービスがマイナポータルに提供する情報は、お知らせ情報の表書きに

あたる件名情報のみではありますが、これ自体が個人情報にあたる可能性があるこ

とから、民間送達サービスは、国民等利用者に対して個人情報のマイナポータルへ

の提供にあたっての同意を得るかの検討が必要であると考えられます。併せて、マ

イナポータルとしても、民間送達サービスに件名情報の提供を求めることに対して

の同意を得る必要があると考え、同意確認を実施することとしています。 

 

 

 

図 2.2-11 件名取得の流れ 
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(1)件名詳細閲覧のためのシングルサインオンの前提となる考え方 

マイナポータルは、件名取得を通じて、民間送達サービスから件名情報を取得し、

国民等利用者に対して、「民間送達サービスのお知らせ情報」の一覧を提供します。 

「民間送達サービスのお知らせ情報」の全文は、民間送達サービスが管理するこ

ととしており、国民等利用者は、この一覧から「民間送達サービスのお知らせ情報」

の詳細を確認するため、件名情報に含まれる全文の位置を指し示す件名 URL を実行

します。 

 

国民等利用者は、マイナポータルにログインしてお知らせ情報の一覧を閲覧し、

件名 URL を実行する時点で、国民等利用者が民間送達サービスにまだログインして

いない場合が考えられます。民間送達サービスは、国民等利用者のシームレスな利

便性を提供するという目的から、件名 URL の実行を契機に、シングルサインオンを

活用し、国民等利用者に民間送達サービスとしての認証操作を求めることなく、「民

間送達サービスのお知らせ情報」の詳細を提供する。 

 

 

図 2.2-12 件名詳細閲覧におけるシングルサインオン活用の流れ 
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2.3. 画面遷移のイメージ 

 

マイナポータルと民間送達サービスの属性連携の画面遷移を以下に記載します。国民等

利用者は属性連携する対象システムを選択後、属性連携同意確認画面へ遷移し、民間送

達サービスの利用者同意画面を遷移します。民間送達サービスの利用者同意画面で同意

し、属性連携完了後に民間送達サービスのサービスメニューへ遷移します。 

 

 

図 2.3-1 画面遷移イメージ（１／２） 
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国民等利用者はお知らせ一覧に表示されている件名のリンクを押下する事により、民間

送達サービスで件名情報に紐づく詳細情報を確認することができます。民間送達サービ

スにて表示する件名の詳細情報表示画面は別ウィンドウにて表示します。 

 

 

図 2.3-2 画面遷移イメージ（２／２） 
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2.4. 即時利用できる曜日・時間 

民間送達接続 APIを利用するためには、マイナポータルが稼働している必要がありま

す。 

 

表 2.4-1 マイナポータルの運用日・時間 

No. サーバの運用日・時間 

1 24時間 365日 

 

なお、別途システムメンテナンス等によるサーバ停止が発生する場合は事前にご連絡

致します。 
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3. 民間送達接続 APIを利用するための手続 

 

民間送達接続 APIを利用しようとする APIの利用を希望する者の手続は、次のとおり

です。 

 

3.1. 利用開始までのスケジュール 

 フェーズ１：利用検討（A-1～A-5） 

はじめに、ガイドラインを参照し、民間送達接続 APIの利用について、事業者内で

検討してください。なお、利用検討にあたり疑問等が生じた際は随時、API 利用申請

フォームの「問合せ」にて、疑問点をお問い合わせください。 

利用の意思及び内容が概ね固まったら、民間送達接続 APIの利用開始フローに沿っ

て手続を進めてください。なお、民間送達接続 APIと同時に利用予定の APIがある場

合は、対象 APIのガイドラインを参照の上、記載の利用開始フローに沿って、そちら

の手続も進めてください。 
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図 3.1-1 利用開始までのスケジュール（フェーズ１：利用検討） 

  

（１　はじめに）

（２　必要に応じ随時）

（３　利用の意思及び内容
　　　が概ね固まったら）

・問合せに対しては、API利用申請フォームを通じ
て回答。

A-4　利用申請

・利用の意思が固まったらAPI利用申請フォームか
ら利用申請。

A-5　申請内容確認

・利用申請内容を確認
・初回打合せに向けた必要書類の提出依頼

A-6　初回打合せ向け資料の作成 A-7　初回打合せ向け資料の内容確認
・初回打合せに向けた必要書類の確認・初回打合せに向けた必要書類を作成し、API利

用申請フォームより提出

・API利用申請フォームの問合せフォームにて、問
合せ。

・事業者とデジタル庁、マイナポータル運営主体に
て、初回打合せを実施。
・「利用企画書及び各種チェックシート」「マイナ
ポータルAPI利用申請書」に基づき、利用の内容
や条件を検討・確認する。
※利用申請から初回打合せ実施まで3週間程度を
要する

利
用
検
討

フェー
ズ

APIの利用を希望する者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）

A-1　利用検討
・開発者サイトから、「利用ガイドライン」、「利用規
約」を入手
・仕様書一式をAPI利用申請フォームから取得す
る
・APIの利用について、事業者内で検討

A-2　疑問点の問い合わせ A-3　問合せに対する回答

A-8　事前打合せの実施

・API利用申請フォームのWebフォームにて「機密
保持誓約書」を提出
※「第三者開示承諾願」は必要に応じて提出

・「機密保持誓約書」の確認
A-9　初回打合せ後提出資料の内容確認 A-10　初回打合せ後提出資料の内容確認
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 フェーズ２：利用準備 

(1)開発（A-6～A-9） 

企画書の内容について合意後、必要な開発を行ってください。 

  

 
図 3.1-2 利用開始までのスケジュール（フェーズ２：利用準備／開発） 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４　企画書の内容について
　　　合意が取れたら）

フェー
ズ

API利用申請者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）

A-14　接続試験の準備

・事業者において、以下を実施。
「テスト用マイナンバーカードの貸与申請」
「テスト用マイナポータルアプリの取得」

利
用
準
備
／
開
発

A-11　審査
提出された「利用企画書および各種チェックシー
ト」「マイナポータルAPI利用申請書」に基づき、申
請内容を審査する。
(1か月半程度を要する)

A-12　承諾
・申請内容が利用規約に適合していると認められ
た場合、マイナポータル運営主体から以下を提
供。
「利用承諾書」
「エンドポイント情報（接続確認環境）」

A-13　システム開発の実施
・事業者のシステムにおいて、必要な開発を実施。
・問合せがある場合は、「お問合せ表」に記載し
API利用申請フォームを通じて運営主体に連絡。
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(2)接続試験（A-10～A-15） 

接続試験の準備ができましたら、改修確認環境の利用申請に基づき、アクセス権等

を設定します。設定後、疎通確認及び接続試験前確認を行ったら、必要な試験を行っ

てください。 

  

 
図 3.1-3 利用開始までのスケジュール（フェーズ２：利用準備／接続試験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（５　接続試験の準備ができたら）

（６　接続試験が終了したら）

フェー
ズ

API利用申請者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）

利
用
準
備
／
接
続
試
験

A-15　接続確認環境の利用申請 A-16　利用申請受付・確認
・事業者において、以下を作成、提出。
「接続確認環境利用申請書」
「サービス情報設定シート」
「接続情報設定シート（接続確認環境）」
「テストデータ設定シート」
※接続試験の3週間前までに提出。

・申請内容を確認後、デジタル庁において、アクセ
ス権等を設定。

A-18　試験の実施
・必要な接続試験を実施。

A-17　疎通確認・試験前確認
・事業者において、マイナポータルAPI接続確認環
境との疎通確認及び接続試験前確認を実施。

A-19　試験完了の報告 A-20　接続試験完了報告の受領
・「接続試験完了報告書」を作成、提出。 ・接続試験完了報告書を受領、確認。
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(3)本番動作確認・サービス提供開始（A-16～A-21） 

本番動作確認の準備ができましたら、本番動作確認及び民間送達接続 APIの利用申

請を行ってください。 

サービス提供前確認後、サービス提供を開始してください。 

 

図 3.1-4 利用開始までのスケジュール（フェーズ２：利用準備／本番動作確認・サ

ービス提供開始） 

 

  

（７　本番動作確認の準備ができたら）

（８　本番動作確認が
　　　終了したら）

（９　審査内容と齟齬がない

　　　旨の通知を受けたら）

利
用
準
備
／
本
番
動
作
確
認
／
サ
ー

ビ
ス
提
供
開
始

A-21　本番環境の利用申請 A-22　利用申請受付・確認

A-23　動作確認の実施
・必要な動作確認を実施。（サービス利用者に対し
ては非公開）

A-24　動作確認完了の報告 A-25　サービス提供前確認
・A-6において審査した内容が適切に履行されて
いるか確認し、結果を通知。
（参考期間：約2週間～約1か月半。内容の変更の
程度に応じて最大1か月半程度を要する）

A-26　サービス提供開始

フェー
ズ

API利用申請者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）

・事業者において、以下を作成、提出
「本番動作確認完了報告書」
・動作確認完了の旨を通知し、以下を提出。
「利用企画書および各種チェックシート」（更新版）

・マイナポータル運営主体と事前に合意した日付
より、サービス提供開始。

・事業者において、以下を作成、提出。
「サービス情報設定シート」（本番環境用）
「接続情報設定シート（本番環境）」
※「サービス情報設定シート」に本番環境用の接
続先を記載。
※動作確認の3週間前までに提出。

・申請内容を確認後、デジタル庁において、アクセ
ス権等を設定。（1週間程度を要する)
・マイナポータル運営主体から以下を提供。
「エンドポイント情報（本番環境）」
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4. 民間送達接続 API利用開始後の手続 

 

民間送達接続 APIを利用する API利用者の利用開始後の手続は、次のとおりです。 

 

4.1. 利用内容を変更したいとき 

利用申請書に添付した「利用企画書および各種チェックシート」について、変更箇所

が明瞭に分かるよう加筆・修正のうえ、改めて利用申請を行ってください。なお、民間

送達接続 APIと同時に利用する APIの「利用企画書および各種チェックシート」に合わ

せて利用申請を行うことも可能です。 

合意が取れた後の接続試験、本番動作確認は、利用開始時と同様です。 
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図 4.1-1 利用開始後のスケジュール（利用内容を変更したいとき） 

（１　利用内容の変更内容が概ね固まったら）

（２　変更内容について

　　　合意が取れたら）

（３　接続試験の準備が
　　　できたら）

（４　接続試験が完了したら）

（５　本番動作確認の準備が
　　　できたら）

（６　本番動作確認が

　　　終了したら）

（７　審査内容と齟齬がない
　　　旨の通知を受けたら）

・「利用変更申請書」「利用企画書および各種
チェックシート」を作成。（アンダーラインや着色等
の工夫により、追加・変更箇所が明瞭に分かるよ
うにする。）
・API利用申請フォームを通じて、作成した「利用変
更申請書」「利用企画書および各種チェックシート」
を提出。

B-2　打合せの実施
・事業者とデジタル庁、マイナポータル運営主体に
て、打合せを実施。
・「利用企画書および各種チェックシート」に基づ
き、利用条件等を確認。

B-6　接続試験の準備

API利用者（事業者） デジタル庁（マイナポータル運営主体）

B-1　打合せの申込み

B-3　審査の実施
・「「利用企画書および各種チェックシート」に基づ
き、申請内容を審査する。

B-4　承諾
・申請内容が利用規約に適合していると認められ
た場合、マイナポータル運営主体から以下を提
供。
「変更承諾書」

（※必要な場合。A-13と同様）

B-11　接続試験完了の報告 B-12　接続試験完了報告の受領

（※必要な場合。A-14と同様） （※必要な場合。A-15と同様）

B-5　システム開発の実施

（※必要な場合。A-8と同様）

B-7　接続確認環境の利用申請 B-8　利用申請受付・確認
（※必要な場合。A-10と同様） （※必要な場合。A-11と同様）

B-9　疎通確認・試験前確認
（※必要な場合。A-12と同様）

（※必要な場合。A-9と同様）

B-16　動作確認完了の報告 B-17　サービス提供前確認
（※必要な場合。A-19と同様） ・B-3において審査した内容が適切に履行されて

いるか確認し、結果を通知。

B-18　サービス提供開始
・マイナポータル運営主体と事前に合意した日付
より、サービス提供開始。

B-13　本番環境の利用申請 B-14　利用申請受付・確認
（※必要な場合。A-16と同様） （※必要な場合。A-17と同様）

B-15　本番環境における動作確認の実施
（※必要な場合。A-18と同様）

B-10　接続試験の実施
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4.2. 利用を停止したいとき 

利用停止の時期等が概ね固まりましたら、API利用申請フォームよりご連絡ください。  

ご連絡を受領後、届出用のフォームをお送りしますので、必要事項をご記入のうえご提

出ください。 

（原則として、利用停止予定日の２週間前までに、届出をしてください。） 

 

図 4.2-1 利用開始後のスケジュール（利用を一時停止したいとき） 

 

4.3. 利用を再開したいとき 

利用再開の時期等が概ね固まりましたら、API利用申請フォームよりご連絡ください。  

ご連絡を受領後、届出用のフォームをお送りしますので、必要事項をご記入のうえご提出く

ださい。 

 

（原則として、利用再開予定日の２週間前までに、届出をしてください。） 

 

図 4.3-1 利用開始後のスケジュール（利用を再開したいとき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１　利用停止の時期等が概ね固まったら）

API利用者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）

C-1　API利用停止の届出 C-2　API利用停止届の受領
・「利用停止・利用再開届出書」を作成、提出。 ・届出を受領、確認。

（１　利用再開の時期等が概ね固まったら）

API利用者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）

D-1　API利用再開の届出 D-2　API利用再開の受領
・「利用停止・利用再開届出書」を作成、提出。 ・届出を受領、確認。
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4.4. 利用を終了したいとき 

利用終了の時期等が概ね固まりましたら、API利用申請フォームよりご連絡ください。  

ご連絡を受領後、届出用のフォームをお送りしますので、必要事項をご記入のうえご提出く

ださい。 

（原則として、利用終了予定日の２週間前までに、届出をしてください。） 

 

図 4.4-1 利用開始後のスケジュール（利用を終了したいとき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１　利用終了の時期等が概ね固まったら）

E-1　API利用終了の届出 E-2　API利用終了届の受領
・「利用終了届」を作成、提出。 ・届出を受領、確認。

API利用者（事業者）
（民間事業者、行政機関等）

デジタル庁（マイナポータル運営主体）
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5. 各種申請等様式集 

民間送達接続 APIの接続確認環境及び本番環境利用に係る各種申請等様式集は次のと

おりです。 

 

5.1. 各種申請等様式集 

表 5.1-1各種申請等様式集 

項番 様式番号 様式名 

1 API－申請等様式 3 接続確認環境利用申請書 

2 API－申請等様式 4 接続試験完了報告書 

3 API－申請等様式 6 本番環境利用申請書 

4 API－申請等様式 7 利用内容変更申請書 

5 API－申請等様式 8 利用停止・利用再開届出書 

6 API－申請等様式 9 利用終了届出書 

7 API－申請等様式 10 本番環境動作確認完了報告書 
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6. よくあるご質問（Q&A） 

 

詳細は以下を参照してください。 

マイナポータル APIよくある質問  

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせをご利用いただくには、初めての方はアカウントの新規登録が必要

です。すでにアカウントをお持ちの方は、メールアドレスとパスワードでログイン

してください。 

 

 

  API利用申請フォーム 問合せフォーム 

 

 

https://api-apply.myna.go.jp/servicedesk/customer/kb/view/12452098?source=shareable-url
https://api-apply.myna.go.jp/servicedesk/customer/portal/1/create/35

